
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ※裏面もご覧ください。            

・交通安全指導（交通安全期間やイベント等での街頭指導） 

・交通安全教室（学校等を訪問して行います。） 

・交通指導車での広報活動 

 

 

・交通指導員の任期は２年間で、「能代市交通指導員に関する要綱」に基づき市長から委

嘱されます。また、市から報酬（12,200 円/月）＋旅費（交通費）が支給されます。 

・制服（夏・冬服）、装備品等は一式貸与します。 

・慶弔規程や表彰規程（７年、１２年、２０年、３０年）があります。 

・年１回、研修視察を行っています。訪問先（国内または国外）は、隊員アンケートで

決定します。 

 

主な活動内容 

そ の 他 

楽しい仲間たちです。

班ごとに順番で担当 

します。 

お問い合わせ  市民活力推進課(能代地区) 89-2212 

        総務企画課(二ツ井地区)  73-2112 



★活動実績のあるイベント等一覧   

 イベント 強調期間 

4 月 東能代桜並木フェスティバル 新入学（園）期の交通安全運動期間 

 能代市交通指導隊総会  ・新入学（園）期の街頭指導 

  ・小学校等交通安全教室 

5 月 岩関神社祭典 春の全国交通安全運動（出発式） 

能代山本地区交通指導隊連合会総

会及びレクリエーション大会 
能代山本地区交通指導隊連合会交通安全パレード 

 郡市一斉交通安全啓発活動 

  ・小学校交通安全教室 

7 月 港まつり能代の花火 シートベルト・チャイルドシート着用推進運動  

医療福祉総合エリア納涼福祉祭 「社会を明るくする運動」街頭パレード 

愛宕神社祭典、日吉神社祭典  

8 月 こども七夕 夏の交通安全運動 

渟幼七夕、役七夕 秋田県飲酒運転追放県民運動強調期間 

9 月 機織神社祭典、八幡神社祭典 秋の全国交通安全運動 

郡市一斉交通安全啓発運動 

（交通事故死ゼロを目指す日） 

10 月 

 

秋田県交通指導隊大会 ４時からライト＆ピカッと反射材運動期間 

 飲酒運転追放県民運動強調期間 

 年末の交通安全運動期間 

 飲酒運転追放及び風俗浄化に関する飲食店訪問 

★交通指導車による広報活動 週 3 回（月、水、金曜日） 

※1 人当たり月 1 回程度出動します。 

★月例会議（月 1 回） 

 

☆交通指導隊についてのご質問、ご相談は下記までご連絡ください☆ 

 

○能代市企画部市民活力推進課地域づくり支援係【能代地区事務局】 

TEL：0185-89-2212／FAX：0185-89-1770 

E-Mail：katsuryoku@city.noshiro.lg.jp 

○能代市二ツ井地域局総務企画課総務企画係【二ツ井地区事務局】 

TEL：0185-73-2112／FAX：0185-73-5224 

E-Mail：fsoumu@city.noshiro.lg.jp 
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